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市役所の代表電話番号は　�０４２４－６４－１３１１です

　

療
養
費
払
い
と
は
、
本
来
保
険

が
使
え
る
診

療
に
か
か
っ

た
費
用
の
全

額
を
自
分
で

支
払
い
、
あ

と
で
、
そ
の
７
割
分
（
退
職
者
本

人
と
扶
養
の
入
院
は
８
割
分
）
を

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
か
ら
支

給
を
う
け
る
制
度
で
す
。

①
急
病
や
旅
先
（
海
外
含
む
）
で
、

被
保
険
者
証
を
持
参
し
な
い
で
、

受
診
し
た
と
き

②
医
師
が
治
療
に
必
要
と
認
め
た

補
装
具
を
作
製
し
た
と
き　
　

③
骨
折
や
捻
挫
な
ど
で
柔
道
整
復

師
の
施
術
を
う
け
た
と
き　
　
　

④
医
師
の
同
意
に
よ
り
、
は
り
・

灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
施
術
を
受

け
た
と
き　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤
手
術
な
ど
で
輸
血
に
用
い
た
生

血
代　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
③
と
④
に
つ
い
て
は
、
施
術
者

に
療
養
費
の
受
領
を
委
任
し
た
場

合　
（
国
保
を
扱
っ
て
い
る
と
き
）

は
、
一
部
負
担
金
を
、
施
術
者
に

支
払
う
だ
け
で
済
み
ま
す
。

▽
申
請
場
所　

保
険
年
金
課
（
田

無
庁
舎
２
階
・
保
谷
庁
舎
１
階
）　

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

保
険
証

・
印
鑑
・
診
療
内
容
明
細
書
・
領

収
書
・
世
帯
主
の
口
座
番
号
・
医

師
の
意
見
書
（
必
要
な
場
合
も
あ

り
）
な
ど

※
種
類
に
よ
っ
て
必
要
書
類
が
異

な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
保
険
年

金
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

、
１４７２

�保
 
�
内
線　

）　
２１３５

�　

高
額
療
養
費
と
は
、被
保
険
者

の
負
担
が
多
額
と
な
ら
な
い
よ

う
、
一
部
負
担
金
の
額
（
保
険
診

療
分
の
３
割
ま
た
は
２
割
）
が
基

準
額
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
超
え

た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
、
国

民
健
康
保
険
か
ら
払
い
戻
す
制
度

で
す
。
た
だ
し
、
差
額
ベ
ッ
ド
料

や
入
院
時
食
事
料
な
ど
保
険
診
療

外
の
も
の
は
、
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

■
こ
ん
な
と
き
に
支
給

①
同
じ
人
が
同
じ
月
に
、
同
じ
病

院
な
ど
に
支
払
っ
た
額
が
表
１
を

超
え
た
と
き

②
同
じ
世
帯
で
同
じ
月
に
３
万
円

（
住
民
税
非
課
税
世
帯
は
２
万
１

千
円
）
以
上
の
支
払
い
が
２
人
ま

ご

存

じ

で

す

か

ご

存

じ

で

す

か

高
額
療
養
費
制
度

高
額
療
養
費
制
度

た
は
２
回
以
上
あ
っ
た
場
合
、
そ

の
額
を
合
算
し
て
表
１
ま
た
は
表

２
を
超
え
た
と
き

③
過
去　

か
月
以
内
で
、
４
回
目

１２

以
降
の
支
給
は
、
同
じ
月
に
支
払

っ
た
額
が
表
２
を
超
え
た
と
き

■
申
請
と
支
給　

　

市
か
ら
、
診
療
月
か
ら
２
か
月

後
（
遅
延
請
求
分
を
除
く
）
に

「
高
額
療
養
費
該
当
通
知
」
を
送

付
し
ま
す
。
通
知
書
に
明
記
し
て

あ
る
必
要
な
も
の
を
持
参
の
う

え
、
保
険
年
金
課
（
田
無
庁
舎
２

階
、
保
谷
庁
舎
１
階
）
窓
口
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
後
、「
支
給
決
定
通
知
書
」

を
送
付
し
、
指
定
し
た
口
座
に
支

給
額
を
振
り
込
み
ま
す
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

、
１４７２

�保
 
�
内
線　

）
２１３５

　

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方

が
、
平
成　

年
中
に
納
め
た
保
険

１３

料
（
下
表
１
参
照
）
は
、
家
族
の

方
を
含
め
て
全
額
が
「
社
会
保
険

料
控
除
」
の
対
象
に
な
り
ま
す
の

で
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
付
月
が
平
成　

年
１
月
〜　

１３

１２

月
で
あ
れ
ば
、
免
除
の
追
納
や
過

年
度
分
の
金
額
も
対
象
に
な
り
ま

す
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

、
１４９３

�保
 
�
内
線　

）
２１３７

▽
と
き　

２
月　

日
（
火
）
午
後
２
時　

分
か
ら

２６

３０

▽
と
こ
ろ　

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
１
階
会
議
室

▽
議
題　

行
政
報
告
ほ

か

▽
傍
聴
人
数　
　

人
１０

◆
教
育
庶
務
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２６１１

表１　控除の対象となる国民年金保険料

付加保険料定額保険料

平成１３年４月～平成１４年３月
１ 年 前 納

１６１，４８０円１５６，７７０円

後期分前期分後期分前期分

６か月前納

平成１３年１０月～
平成１４年３月

平成１３年４
月～９月

平成１３年１０月～
平成１４年３月

平成１３年
４月～９月

８１，５３０円８１，５３０円７９，１５０円７９，１５０円

１６３，０６０円１５８，３００円

平成１３年１月～１２月
毎月納付

（納付書で納
めている方）

月額１３，７００円×１２か月月額１３，３００円×１２か月

１６４，４００円１５９，６００円

平成１２年１１月～平成１３年１０月毎月納付
（口座振替を
利用されて
いる方）

月額１３，７００円×１２か月月額１３，３００円×１２か月

１６４，４００円１５９，６００円

表２　４回目からの自己限度額（月額）

７０，８００円上位所得者
住民税
課税世帯

３７，２００円上位所得者以
外の人

上位所得者は、所得６７０万円を
超える世帯

２４，６００円住民税非課税世帯

表 ２　 控 除 の 対 象 と な る サ ー ビ ス と 額
控除対象額条　　　　件サービスの種類

自己負担額
（介護費用の１割）

居宅サービス計画に基づき、訪問看
護、訪問リハビリテーション、居宅
療養管理指導または通所リハビリ
テーション等の介護サービスと併
用している場合

訪問介護（家事援助を除く）

居
宅
サ
ー
ビ
ス

訪問入浴介護

通所介護

短期入所生活介護

居宅サービス計画の有無にかかわ
らず、単独で利用した場合でも適用

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所リハビリテーション

短期入所療養介護

自己負担額
（介護費用の１割）＋食費
負担額合計の２分の１

要介護度１から５の要介護認定を
受けた介護老人福祉施設入所者介護老人福祉施設

施
設
サ
ー
ビ
ス

自己負担額
（介護費用の１割）＋食費
負担額

要介護度１から５の要介護認定を
受けた介護保健福祉施設入所者介護老人保健施設

要介護度１から５の要介護認定を
受けた介護療養型医療施設入所者介護療養型医療施設

　

平
成　

年
中
に
納
め
た
介
護
保

１３

険
料
は
「
社
会
保
険
料
控
除
」
の

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
額
は
、
平
成　

年
１
月
〜

１３

　

月
に
実
際
に
納
付
し
た
額
（
過

１２年
度
分
を
含
む
）
で
す
。
領
収
書

の
添
付
は
不
要
で
す
。

　

ま
た
、
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
料
（
下
表
２
参
照
）
に
つ

い
て
も
「
医
療
費
控
除
」
の
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
申
告
の
際
、領
収
書
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、サ
ー
ビ
ス
提
供

事
業
者
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

◆
介
護
保
険
課
（
�保
 
�
内
線　

、
２３２１

　

）　
２３２３

　　表１　 自 己 限 度 額　　　（月額）　　　

１２１，８００円
（医療費６０万９，０００円を
超えた分の１％加算）

上位所得者
住民税
課税世帯 ６３，６００円

（医療費３１万８，０００円を
超えた分の１％加算）

上位所得者以
外の人

上位所得者は、所得６７０万円を超える世帯

３５，４００円住民税非課税世帯

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

普
通
徴
収
の
方
の
介
護
保
険
料
第
８
期
の
納
期
限
は
、
２
月
末
日

で
す
。
忘
れ
ず
に
、
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
第
７
期
ま
で
の
介
護
保
険
料
に
納
め
忘
れ
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
至
急
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

◆
介
護
保
険
課
（
�保
 
�
内
線　

〜　

）

２３２１

２３２３

教育委員会の
開 催 日 程

 
保
育
園　
４
月
入
園
児
を
募
集
し
ま
す

　

〜
第
二
次
募
集
〜

　

市
内　

か
所
の
保
育
園
の
一
次
募

２２

集
が
終
わ
り
ま
し
た
。

　

年
齢
に
よ
っ
て
は
、
定
員
に
満
た

な
い
園
が
あ
り
ま
す
の
で
、
再
募
集

し
ま
す
。

▽
受
付
期
間　

２
月　

日（
木
）ま
で

２８

▽
申
込
・
問
合
せ　

①
田
無
庁
舎
１

階
保
育
課　

②
市
内
の
各
保
育
園

◆
保
育
課
（
�田
 
�
内
線　

）
1531

所
得
控
除
等
の

所
得
控
除
等
の

対
象
に

対
象
に

な
り
な
り
まま
すす

国
民
年
金
保
険
料

介
護
保
険
料
・

サ
ー
ビ
ス
利
用
料

担当課
（内線）

傍聴
人数議　　題と　こ　ろと　　　き会　　議　　名

企画課
（１１２０）

５人
答申項目につい
て

田無庁舎３階庁議室
２月１９日・２６日（火）
午前９時３０分～正午

行 財 政 改 革
推 進 委 員 会

社会教育課
（２７１１）

１０人
学校週５日制に
ついて

保谷庁舎３階教育委員
会会議室

２月１９日（火）
午後３時～５時

社会教育委員の会議

企画課
（１１１１）

１０人
NPO・ボランテ
ィアとの協働

田無庁舎１階１０２会議
室

２月１９日（火）
午後７時～９時

まちづくり市民会議
（市民との協働部会）

介護保険課
（２３２１）

１５人
各種調査結果報
告

田無庁舎５階５０３会議
室

２月２６日（火）
午後１時～３時

介護保険運営協議会

企画課
（１１２２）

１０人
基本方針（案）に
ついて

田無庁舎５階５０１会議
室

２月２８日（木）
午後６時～８時

総合計画策定審議会

子育て支援課
（１５２１）

１０人
今後会議の運営
方法ほ

か

イングビル３階（田無庁
舎隣り）第３・４会議室

２月２７日（水）
午後１時３０分～３時

青少年問題協議会

健康推進課
（２３６１）

１０人
健康づくり推進事業
の基本的な考え方ほ

か
保谷庁舎４階Ｂ会議室

２月２７日（水）
午後７時から

健康づくり推進協議会

　２月後半に開催される審議会等についてお知らせします。会議
の日程・議題等は、変更となる場合がありますので、傍聴を希望す
る方は、あらかじめ担当課へお問い合わせください。会議開催予定
は、市報のほか、西東京市ホームページ、両庁舎入口の掲示板で
お知らせしています。 ������� ◆広報広聴課（�田 �内線１１４１）
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国国
民民
健健
康康
保保
険険

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
が
、
平
成　

年
中
（
平
成　

１３

１３

年
１
月
〜　

月
）
に
納
め
た
保
険

１２

料
は
、「
社
会
保
険
料
控
除
」
の
対

象
に
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

、
１４８１

�保
 
�
内
線　

）
２１３５

国
民
健
康
保
険
料

療

養

費

払

い

療

養

費

払

い


